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「
慄
堂
日
歴
に

見
ゆ
る
贅
川
桃
年
の
事
ど
も
」
補
遺

　

前
肢
の
拙
文
に
對
し
早
速
台
大
の
４
　
田
１
重
先
生
か
ら
、
書

物
展
望
三
春
一
競
に
森
潤
三
郎
氏
の
「
大
島
贅
川
と
二
１
　
一
史

の
校
合
」
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
の
御
教
示
を
受
け
た
。
早
く

知
っ
て
居
れ
ば
か
の
拙
文
を
公
表
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思

ふ
程
周
密
を
極
め
た
論
考
で
あ
る
。
之
に
誄
っ
て
拙
文
の
補
正

を
し
て
置
く
。

　

日
歴
に
「
誠
太
自
撰
行
状
、
請
余
作
墓
表
」
と
あ
る
が
、
僚

堂
は
自
ら
墓
表
を
撰
せ
す
、
磯
谷
宕
陰
が
代
作
し
た
。
こ
の
墓

表
と
桃
年
の
行
状
（
共
に
「
事
変
文
編
」
五
１
　
四
に
収
む
）
に
よ
る

と
無
害
は
宇
（
拙
稿
で
は
肢
と
誤
る
。
）
そ
の
生
年
は
賓
暦
十
二

年
で
あ
る
。
（
拙
鴎
で
は
日
歴
の
記
事
よ
り
明
和
元
年
と
逆
算

す
）
。
日
歴
に
「
大
島
贅
川
本
年
八
月
十
四
日
其
君
命
見
赦
門
。

謝
１
　
閏
月
六
日
建
」
と
あ
る
の
を
、
そ
の
内
容
を
詳
ら
か
に
し

得
な
い
と
言
っ
た
が
、
之
は
贅
川
よ
り
近
藤
正
斎
に
宛
て
た
書

簡
（
野
田
東
一
郎
氏
所
蔵
）
・
に

　
　
　
　

ｆ

　

私
事
肺
國
之
硝
遠
慮
被
申
付
引
蔽
罷
在
候
處
前
月
七
二
日
無

　

。
異
議
冤
許
被
中
渡
候

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
文
政
五
年
江
戸
の
校
史
局
を
閉
し
て
諮

藩
す
る
や
螢
居
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
が
、
文
政
七
年
八
月
十

三
日
赦
免
せ
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
た
？
日
歴
と
赦

冤
の
日
に
一
日
の
差
が
あ
る
。
幽
居
の
原
因
は
校
史
に
多
く
の

費
用
を
要
し
た
の
で
會
計
吏
に
俎
格
さ
れ
た
た
め
と
い
ふ
。
（
浅

野
梅
堂
の
寒
槃
煤
綴
に
み
ゆ
）
詳
し
く
は
森
氏
論
考
を
參
照
さ

れ
た
’
い
。
な
ほ
拙
稿
に
邪
冊
疏
を
爾
雅
疏
と
し
た
が
論
語
疏
か

も
知
れ
ず
、
ま
し
て
清
閑
寺
書
目
を
見
な
い
の
で
あ
る
か
ら
断

定
は
避
け
た
い
。

　

紳
田
先
生
に
は
贅
川
に
就
い
て
の
御
知
見
が
あ
る
と
い
ふ
。

御
教
示
を
謝
す
る
と
共
に
、
そ
の
御
公
表
を
鶴
首
す
る
。
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三
）
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